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「食用塩の表示に関する公正競争規約および施行規則」（2014 年改訂版）

                         変更箇所：ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾝ赤字

公正競争規約 公正競争規約施行規則

（目的）

第１条 この公正競争規約（以下「規約」とい

う。）は、不当景品類及び不当表示防止法（昭

和 37 年法律第 134 号）第 11 条第１項の規定

に基づき、食用塩（容器に入れ、又は包装さ

れたものに限る。）の取引について行う表示に

関する事項を定めることにより、不当な顧客

の誘引を防止し、一般消費者による自主的か

つ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を

確保することを目的とする。

（定義）

第２条 この規約において「食用塩」とは、

塩化ナトリウムの含有量が 100分の 40 以上

の固形物であり、一般消費者向けに食用と

して販売されるものをいう。

２ この規約において「事業者」とは、食用

塩を製造し、若しくは輸入して販売する事

業を行う者又は食用塩の製造を他に委託し

て自己の商標、氏名若しくは名称を表示し

て販売する事業を行う者であって、この規

約に個別に参加するもの及びこの規約に参

加する事業者団体に所属するものをいう。

３ この規約において「表示」とは、顧客を

誘引するための手段として、事業者が自己

の供給する食用塩の取引に関する事項につ

いて行う広告その他の表示であって、次に

掲げるものをいう。

(1) 食用塩の容器又は包装による広告その

他の表示及びこれらに添付した物による

広告その他の表示

(2) 見本、チラシ、パンフレット、説明書

面その他これらに類似する物による広告

その他の表示（ダイレクトメール、ファ

クシミリ等によるものを含む。）及び口頭

による広告その他の表示（電話によるも

のを含む。）

(3) ポスター、看板（プラカード及び建物

（定義）

第１条 食用塩の表示に関する公正競争規約

（以下「規約」という。）第２条第１項に規

定する食用塩に含まれるもので、塩化ナト

リウム以外のものは、海水組成物（カリウ

ム、マグネシウム及びカルシウムの塩化物

及び硫酸塩、ナトリウムの硫酸塩等）、食品

添加物、成型用でんぷん及び海藻抽出物と

する。
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又は電車、自動車等に記載されたものを

含む。）、ネオン・サイン、アドバルーン、

その他これらに類似する物による広告及

び陳列物又は実演による広告

(4) 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送（有

線電気通信設備又は拡声機による放送を

含む。）、映写、演劇又は電光による広告

(5) 情報処理の用に供する機器による広告

その他の表示（インターネット、パソコ

ン通信等によるものを含む。）

（必要表示事項）

第３条 事業者は、次の各号又は食用塩の表

示に関する公正競争規約施行規則（以下「施

行規則」という。）に定めるところにより、

食用塩の容器又は包装に、次の各号に掲げ

る事項を一括して、外部から見やすい場所

に邦文で明瞭に表示しなければならない。

(1) 名称

  「塩」又は「食塩」と表示すること。

(2) 原材料名

  使用した原材料を、次のアからウまで

に定めるところにより、食品添加物以外

の原材料と食品添加物に区分して、その

区分ごとに、原材料に占める重量の割合

の多いものから順に記載すること。

ア 塩化ナトリウムを含む原材料の名称

は、次のいずれかの名称をもって記載

すること。

(ｱ) 海水

(ｲ) 海塩

(ｳ) 岩塩（溶解採鉱塩水及び地下塩水

を含む。）

(ｴ) 湖塩（塩湖水を含む。）

(ｵ) 温泉水

イ アの用語については、事業者の製造

工程に投入される段階の原材料の状態

を基準として記載すること。

  なお、原材料が天日蒸発により製塩

されたものである場合には、「天日」を

つけて記載することができる。この場

合において、ア(ｲ) 海塩については、

（必要表示事項の表示基準）

第２条 規約第３条第１項各号に掲げる必要

表示事項の表示基準は、次のとおりとする。

(1) 原材料名

  食品添加物については、食品衛生法第

19 条第１項の規定に基づく表示の基準に

関する内閣府令（平成 23 年内閣府令第 45

号。以下「表示基準府令」という。）の規

定に従い記載すること。なお、粗製海水

塩化マグネシウムを添加物として記載す

る場合には、「粗製海水塩化マグネシウム

（にがり）」と記載することができる。
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「天日塩」と省略して記載することが

できる。

ウ 食品添加物については、施行規則に

定めるところにより記載すること。

(3) 内容量

(4) 原産国名

(5) 製造者等の氏名又は名称及び住所

(2) 内容量

  計量法（平成４年法律第 51 号）の規定

に基づき、内容量を「ｇ」若しくは「グ

ラム」又は「ｋｇ」若しくは「キログラ

ム」で記載すること。

(3) 原産国名

  輸入品にあっては、原産国名を記載す

ること。

(4) 製造者等の氏名又は名称及び住所

表示を行う事業者の区分に応じ、次に

掲げる事項を記載すること。

なお、表示基準府令及び加工食品品質

表示基準（平成12年農林水産省告示第513

号）の定めにより表示すべき者が異なる

場合は、それぞれの規定に従い、必要な

者を記載すること。

ア 製造者の場合

  「製造者」の文字の次に、製造者の氏

名（法人の場合は、その名称。以下同じ。）

及び住所並びに製造所所在地を記載す

る。なお、製造者の住所と製造所所在地

が同一の場合は、重複して記載する必要

はない。ただし、製造者が消費者庁長官

に届け出た製造所固有の記号の表示をも

って、製造所所在地の表示に代えること

ができる。

イ 販売者の場合

  「販売者」の文字の次に、販売者の氏

名及び住所並びに製造所所在地及び製造

者の氏名を記載する。ただし、製造者が

販売者と連名で消費者庁長官に届け出た

製造所固有の記号の表示をもって、製造

所所在地及び製造者の氏名の表示に代え

ることができる。

ウ 輸入者の場合（輸入品に限る。）

「輸入者」の文字の次に、輸入者の氏

名及び住所並びに輸入者の営業所所在地

を記載する。なお、輸入者の住所と営業所



- 4 -

２ 事業者は、前項に定める表示事項とは別

に、次の各号及び施行規則で定めるところに

より、食用塩の容器又は包装に、次に掲げる

事項を一括して、外部から見やすい場所に邦

文で明瞭に表示しなければならない。ただし、

表示可能面積がおおむね 150cm2以下のものに

あっては、当該表示を省略することができる。

(1) 原材料名

  前項第２号により記載する原材料名を

記載すること。ただし、塩化ナトリウムを

含む原材料については、施行規則で定める

所在地が同一の場合は、重複して記載する

必要はない。

２ 規約第３条第１項に規定する必要表示事

項は、次の様式により一括して表示するも

のとする。

(1) 表示に用いる文字及び枠の色は、背景

の色と対照的な色とすること。

(2) 表示に用いる文字は、日本工業規格Ｚ

8305（1962）に規定する８ポイント以上

の大きさの統一のとれた活字とするこ

と。ただし、表示可能面積がおおむね

150cm2以下のものにあっては、日本工業

規格Ｚ8305（1962）に規定する 5.5 ポイ

ント以上の大きさの活字とすることがで

きる。

(3) 賞味期限及び保存方法については、加

工食品品質表示基準に基づき、様式中に

表示することができる。

(4) 表示しない項目にあっては、この様式

中その項目を省略すること。

(5) この様式は、縦書きとすることができ

る。また、枠は省略することができる。

（製造方法）

第３条 規約第３条第２項に規定する製造方

法の表示については、次の基準に従い表示

するものとする。

(1) 原材料名

  規約第３条第２項第１号に規定する塩

化ナトリウムを含む原材料の特性は、次に

定めるところにより、当該原材料名の次に

名称

原材料名

内容量

原産国名

製造者
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ところにより、その特性をも記載するこ

と。

(2) 工程

  最終製品の製造工程の特性について、そ

の順序に従い、施行規則で定めるところに

より、用語を列挙して記載すること。

括弧を付して記載すること。

ア 塩化ナトリウムを含む原材料の原産国

名を記載すること。なお、当該原産国が日

本の場合は「日本」又は地域名（「瀬戸内

海」、「沖縄」等）のいずれかを記載するこ

とができる。

イ アの規定にかかわらず、原産国が特定で

きない原材料（品質が同等と認められるメ

キシコ又はオーストラリア産の原料塩に

限る。）を使用したものについては、両原

産国名を併記して記載することができる。

この場合、原産国の詳細についての問い合

わせ先等を、近接した箇所に表示しなけれ

ばならない。

ウ 塩化ナトリウムを含む原材料を複数種

類使用した場合には、製品重量に占める各

原材料に含まれる塩化ナトリウムの割合

を記載すること。なお、塩化ナトリウムを

含む原材料以外の原材料の使用割合の記

載は省略することができる。

エ 二次加工品（原料塩を溶解し再結晶化し

た塩及び混合等を行った塩をいう。）の場

合には、当該原料塩の製造工程について、

次号に掲げる用語を用いて記載すること。

ただし、原材料名に天日塩と記載した場合

には、製造工程の記載は省略することがで

きる。

(2) 工程

   規約第３条第２項第２号に規定する製

造工程の特性を表す用語については、次

に掲げる用語を列挙して記載すること。

   なお、該当する用語がない場合には、

食用塩公正取引協議会（以下「公正取引

協議会」という。）の承認を得て、適切な

用語を使用することができる。

用語 工程の内容

イオン

膜

濃縮（採かん）工程において、イ

オン膜を利用して海水を濃縮す

る方法

逆浸透

膜

濃縮（採かん）工程において、逆

浸透膜を利用して海水を濃縮す

る方法
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浸漬 濃縮（採かん）工程において、海

藻等を塩水に浸漬しその成分を

抽出する方法

溶解 濃縮（採かん）工程において、天

日塩、岩塩等の結晶化した塩を溶

解して塩水を得る方法

天日 濃縮（採かん）・結晶工程におい

て、塩田、流下盤、枝条架、ネ

ット等を用いて、主に太陽熱又は

風力によって水分を蒸発させる

方法

平釜 濃縮（採かん）・結晶（煎ごう）

工程において、その形状にかかわ

らず密閉されていない釜を用い

て、大気圧で加熱蒸発して塩水を

濃縮又は結晶化する方法

立釜 濃縮（採かん）・結晶（煎ごう）

工程において、外側加熱型又は標

準型（カランドリア型）等の完全

密閉型蒸発缶を用いて、減圧又は

加圧状態で加熱蒸発して塩水を

濃縮又は結晶化する方法

噴霧乾

燥

濃縮（採かん）・結晶工程におい

て、海水又は塩水を噴霧乾燥し、

その液滴を濃縮又は結晶化する

方法

加熱ド

ラム

濃縮（採かん）・結晶工程におい

て、海水又は塩水を加熱ドラムに

接触させて結晶化する方法

採掘 結晶化した岩塩又は湖塩を掘り

出し又は採取する方法

乾燥 結晶工程後（原料塩を使用する場

合を含む。以下同じ。）において、

装置を用いて人為的に塩の結晶

の水分を蒸発させて水分を取り

除く方法

粉砕 結晶工程後において、塩の結晶を

粉砕して粒径を小さくする方法

焼成 結晶工程後において、塩の結晶を

高温になるまで加熱することに

よって、成分の一部又は全部を変

化させる方法。なお、380℃以上

の場合は「高温焼成」、380℃未満

の場合は「低温焼成」と記載する

ことができる。

混合 結晶工程後において、添加物を加

え、又は他の塩を更に混合する方

法
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３ 塩化ナトリウム以外の塩類の含有量が

25％以上の食用塩については、施行規則に

定めるところにより、低ナトリウム塩であ

る旨及び栄養成分量を表示しなければなら

ない。

４ 容器包装の分別回収のための識別表示

は、施行規則に定めるところにより表示し

洗浄 結晶工程後において、淡水又は塩

水によって塩の結晶表面に付着

する異物、不純物等を洗浄除去す

る方法

造粒 結晶工程後において、塩の結晶を

加圧又は添加物を加えて成形す

る方法

２ 前項に規定する事項は、次の様式例によ

り一括して表示するものとする。

様式例１

製造方法

原材料名：天日塩(95％ メキシ

コ)、海水(5％ 日本)

工  程：溶解、平釜、焼成

様式例２

製造方法

原材料名：海塩(日本、イオン膜・

立釜)、グルタミン酸ナ

トリウム

工  程：混合、乾燥

(1) 表示に用いる文字及び枠の色は、背景

の色と対照的な色とすること。

(2) 表示に用いる文字は、日本工業規格Ｚ

8305（1962）に規定する８ポイント以上

の大きさの統一のとれた活字とするこ

と。

(3) この様式は、縦書きとすることができ

る。また、枠は省略することができる。

３ 規約第３条第３項に規定する低ナトリウ

ム塩である旨の表示は、外部から見やすい

場所に邦文で明瞭に「低ナトリウム塩」と

表示するものとし、栄養成分量を含め栄養

表示基準（平成 15 年厚生労働省告示第 176

号）に基づき表示するほか、塩化ナトリウ

ム以外で１％以上含まれる成分の成分量を

併せて表示するものとする。

４ 規約第３条第４項に規定する容器包装の

分別回収のための識別表示は、資源の有効

な利用の促進に関する法律（平成３年法律
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なければならない。

（特定事項の表示基準）

第４条 事業者は、食用塩の取引に関し、次の

各号に掲げる事項を表示する場合は、当該

各号に定めるところによらなければならな

い。

(1) 特定の地域名又は地域的特徴を意味す

る事項を表示する場合

特定の地域名又は地域的特徴を意味す

る事項は、次のいずれかの条件を満たす

場合に表示することができる。

ア 塩化ナトリウムを含む原材料につい

て、表示しようとする特定の地域で生産

されたもののみを使用し、かつ、その地

域で製造された場合

イ 塩化ナトリウムを含む原材料の原産地

名と表示しようとする特定の地域名等と

が異なる場合であって、当該特定の地域

名等と同一視野内に当該原産地名を消費

者に分かるように明瞭に表示する場合

(2) にがりを使用又は含有している旨を表

示する場合

   にがりを使用又は含有している旨の表

示は、製品重量に占める海水由来のマグ

ネシウムの含有量が 0.1％以上の食用塩

に限り表示することができる。

(3) 海洋深層水を使用している旨を表示す

る場合

海洋深層水を使用している旨を表示す

る場合には、同一視野内にその採水地と製

品重量に占める当該海洋深層水由来の塩

化ナトリウムの割合を表示しなければな

らない。また、海洋深層水の使用によって

品質等が優れている旨を表示する場合に

は、事前にその合理的根拠を食用塩公正取

引協議会（以下「公正取引協議会」という。）

に提出し承認を受けなければならない。

(4) 「岩塩」である旨を表示する場合

「岩塩」である旨を表示する場合には、

同一視野に入る場所に、「天然の岩塩鉱か

第 48 号）に従い表示するものとする。
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ら採掘された塩」（採掘法によるもの）で

ある旨又は「岩塩鉱の塩を一旦溶かした

塩水から製造した塩」（溶解法によるも

の)である旨を明瞭に表示しなければな

らない。

２ 事業者は、食用塩の取引に関し、次の各

号に掲げる事項を表示する場合は、施行規

則に定めるところによらなければならな

い。

(1) 特色のある原材料を使用している旨

(2) 特定の栄養成分の含有の有無又は量の

多寡に関する事項

（特定用語の使用基準）

第５条 事業者は、食用塩の取引に関し、次

の各号に掲げる用語を表示する場合は、当

該各号に定めるところによらなければなら

ない。

(1) 「海塩」

「海塩」の用語は、海水を原料として

製造された食用塩に限り表示することが

できる。

(2) 「岩塩」

「岩塩」の用語は、天然の岩塩鉱から採

掘された食用塩及び岩塩鉱の塩を一旦溶

かした塩水又は地下塩水から製造した食

用塩に限り表示することができる。

(3) 「湖塩」

「湖塩」の用語は、塩湖から採取又は

（特定事項の表示基準）

第４条 規約第４条第２項に規定する特定事

項は、次の各号の基準により表示するもの

とする。

(1) 規約第４条第２項第１号に掲げる特色

のある原材料（特定の原産地・製造地の

もの、特定の品種名・銘柄名、ブランド

名、商品名等）を使用している旨を表示

する場合は、当該特色のある原材料が同

一の種類の原材料に占める割合を当該表

示に近接した箇所又は一括表示欄の当該

特色のある原材料名の次に括弧を付して

記載する。ただし、その割合が 100％のと

きは割合表示を省略することができる。

(2) 規約第４条第２項第２号に掲げる特定

の栄養成分の含有の有無又は量の多寡に

関する事項（「高」、「豊富」、「含む」、「強

化」、「ゼロ」、「低」、「減」等）を表示す

る場合は、栄養表示基準に従い表示しな

ければならない。
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採掘された食用塩に限り表示することが

できる。

(4) 「天日塩」

  「天日塩」の用語は、塩田、流下盤、

枝条架、ネット等を用いて、主に太陽熱

又は風力によって水分を蒸発させる方法

により結晶化した食用塩に限り表示する

ことができる。

(5) 「焼き塩」

   「焼き塩」の用語は、結晶化した塩を

高温になるまで加熱することによって、

塩の成分の一部又は全部を変化させた食

用塩に限り表示することができる。

(6) 「藻塩」

「藻塩」の用語は、海水の中に海藻を

浸漬して製塩した食用塩又は海藻抽出

物、海藻灰抽出物若しくは海藻浸漬によ

り製造された粗製海水塩化マグネシウム

を添加した食用塩に限り表示することが

できる。

(7) 「フレーク塩」

   「フレーク塩」の用語は、鱗片状結晶

が大部分を占める食用塩に限り表示する

ことができる。

(8) 「天然」、「自然」又はこれらに類する

用語

「天然」、「自然」又はこれらに類する

用語は、「天然塩」、「自然塩」等、塩を直

接修飾する表現として使用することはで

きない。ただし、塩を直接修飾しない表

現として使用する場合についてはこの限

りではない。

(9) 「特級」、「特選」又はこれらに類する

用語

   「特級」、「特選」又はこれらに類する

用語は、当該商品を製造する事業者が当

該商品と同種の商品を販売している場合

において、当該商品の品質、製造方法等

が当該商品と同種の商品に比べて特に優

れていることを合理的根拠をもって説明

できる場合に限り表示することができ

る。
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（不当表示の禁止）

第６条 事業者は、食用塩の取引に関し、次

の各号に掲げる表示をしてはならない。

(1) 第２条第１項に規定する定義に合致し

ない内容の商品について、当該定義に合

致するものであるかのように誤認される

おそれがある表示

(2) 第４条に規定する特定事項の表示基準

又は前条に規定する特定用語の使用基準

に合致しない表示

(3) 合理的な根拠がないにもかかわらず、

第４条に規定する特定事項又は前条に規

定する特定用語に類似する表示を行うこ

とにより、当該商品が著しく優良である

かのように誤認されるおそれがある表示

(4) 客観的な根拠に基づかない最上級又は

唯一性を意味する用語の表示

(5) 原材料の原産地等について誤認される

おそれがある表示

(6) 製造方法、成分、原材料、品質等につ

いて、実際のものよりも著しく優良であ

ると誤認されるおそれがある表示

（不当表示の類型）

第５条 規約第６条に掲げる不当表示に該当

するものには、次のものが含まれる。

(1) 規約第６条第５号関係

ア 原材料の全部又は一部について、表示

する地域名とは別の場所で採取されたも

のを用いているにもかかわらず、そのこ

とが明瞭でない表示

イ 合理的根拠がないにもかかわらず、特

定原産地の原材料を使用することによ

り、品質等が優れているとする表示

ウ 「〇〇の塩」（〇〇は地域名）等と表示

した場合において、表示された地域名が、

原材料の原産地を示すものなのか、当該

食用塩の製造地を示すものなのか判別が

困難な表示

(2) 規約第６条第６号関係

ア 事実と異なる製造方法を表示するこ

とにより、品質等が優れているかのよ

うに誤認されるおそれがある表示

イ 合理的根拠がないにもかかわらず、

特定の栄養成分を容易に摂取できる旨

の表示

ウ 「ミネラル豊富」、「ミネラルいっぱ

い」等、ミネラルの含有量が豊富であ

ることを意味する表示

エ 合理的な根拠に基づかない「太古」、



- 12 -

(7) 当該商品について受賞した事実又は官

公庁、神社、仏閣、著名な団体若しくは

著名な個人が購入若しくは推奨した事実

がないにもかかわらず、 これらの事実が

あると誤認されるおそれがある表示

(8) 他の事業者（この規約に参加しないも

のを含む。以下この号及び第 10 号におい

て同じ。）又は他の事業者の商品（原材料

を含む。）を中傷し、又はひぼうする表示

(9) 健康、美容等について効能又は効果が

あるかのように誤認されるおそれがある

表示

(10) 前各号に掲げるもののほか、自己の販

売する食用塩の内容又は取引条件につい

て、実際のもの又は自己と競争関係にあ

る他の事業者に係るものよりも著しく優

良又は有利であると誤認されるおそれが

ある表示

（書類等の整備）

第７条 事業者は、第４条に規定する特定事

項又は第５条に規定する特定用語の表示を

行う場合には、食用塩の原材料、添加物、

製造方法等の事項について記載し、又は記

録した書類等を作成し、これを当該表示に

係る商品を出荷した日から２年以上保存し

なければならない。

（公正取引協議会の設置）

第８条 この規約の目的を達成するため、公

正取引協議会を設置する。

２ 公正取引協議会は、この規約に参加する

事業者及び事業者団体をもって構成する。

（公正取引協議会の事業）

第９条 公正取引協議会は、次の事業を行う。

(1) この規約の内容の周知徹底に関するこ

と。

(2) この規約についての相談及び指導に関

「最古」、「古代」、「昔ながら」等の歴

史性を意味する表示

(3) 規約第６条第 10 号関係

ア 単なる「無添加」等、訴求対象であ

る原材料等が明瞭でない表示

イ 食用塩には通常使用されない食品添

加物について、不使用である旨の表示
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すること。

(3) この規約の遵守状況の調査に関するこ

と。

(4) この規約の規定に違反する疑いがある

事実の調査に関すること。

(5) この規約の規定に違反する事業者に対

する措置に関すること。

(6) 一般消費者からの苦情処理に関するこ

と。

(7) 不当景品類及び不当表示防止法その他

公正取引に関する法令の普及及び違反の

防止に関すること。

(8) 関係官庁との連絡に関すること。

(9) 事業者に対する情報提供に関するこ

と。

(10) その他この規約の施行に関すること。

（会員証紙）

第 10 条 事業者は、この規約に従い適正な表

示をしている食用塩の容器、包装等の見や

すい場所に「会員証紙」を表示することが

できる。

（会員証紙）

第６条 規約第 10 条に規定する「会員証紙」

の表示は、次のいずれかの方法により行う

ものとする。

(1) 印刷

(2) シール

(3) スタンプ

２ 「会員証紙」の表示は、次の図柄をもっ

て行う。

３ 「会員証紙」の大きさは、直径 10mm 以上

とする。ただし、表示可能面積がおおむね

150c ㎡以下のものにあっては、表示を構成

する文字及び記号が、包装又は容器全体の

模様及び色彩と比較して鮮明でありかつ容

易に識別できる場合に限り、直径６mm 以上

の大きさとすることができる。

４「会員証紙」を表示する事業者は、当該表   

示に係る包装又は容器等を公正取引協議会

に届け出るものとする。
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（違反に関する調査）

第 11 条 公正取引協議会は、第３条から第７

条まで及び前条の規定に違反する事実があ

ると思料するときは、関係者を招致して事

情を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、

参考人から意見を求め、又はその他その事

実について必要な調査を行うことができ

る。

２ 事業者は、前項の規定に基づく公正取引

協議会の調査に協力しなければならない。

３ 公正取引協議会は、前項の規定に違反し

て調査に協力しない事業者に対し、当該調

査に協力すべき旨を文書をもって警告し、

これに従わないときは、３万円以下の違約

金を課し、又は除名処分をすることができ

る。

（違反に対する措置）

第 12 条 公正取引協議会は、第３条から第７

条まで及び第 10 条の規定に違反する行為が

あると認めるときは、当該違反行為を行っ

た事業者に対し、当該違反行為を排除する

ために必要な措置を採るべき旨、当該違反

行為と同種若しくは類似の違反行為を再び

行ってはならない旨又はその他これらに関

連する事項を実施すべき旨を文書をもって

警告することができる。

２ 公正取引協議会は、前項の規定による警

告を受けた事業者がこれに従っていないと

認めるときは、当該事業者に対し、30 万円

以下の違約金を課し、除名処分をし、又は

消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求

めることができる。

３ 公正取引協議会は、前条第３項又は前二

項の規定により警告し、違約金を課し、又

は除名処分をしたときは、その旨を遅滞な

く文書をもって消費者庁長官に報告するも

のとする。

（違反に対する決定）

第 13 条 公正取引協議会は、第 11 条第３項

に規定する措置（警告を除く。）又は前条第
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２項の規定による措置を採ろうとする場合

には、採るべき措置の案（以下「決定案」

という。）を作成し、これを当該事業者に送

付するものとする。

２ 前項の事業者は、決定案の送付を受けた

日から 10 日以内に、公正取引協議会に対し

て文書をもって異議の申立てをすることが

できる。

３ 公正取引協議会は、前項の異議の申立て

があった場合には、当該事業者に追加の主

張及び立証の機会を与え、これらに基づい

て更に審理を行った上で、措置の決定を行

うものとする。

４ 公正取引協議会は、第２項に規定する期

間内に異議の申立てがなかった場合には、

速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行

うものとする。

（規則の制定）

第 14 条 公正取引協議会は、この規約の施行

に関する事項について規則を定めることが

できる。

２ 前項の規則を定め、又はこれを変更しよ

うとするときは、事前に消費者庁長官及び公

正取引委員会の承認を受けるものとする。

附 則

この規約の変更は、規約の変更について公正

取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示の

日から施行する。ただし、第４条第１項第４号の規

定は、告示の日から起算して２年を経過した日か

ら施行する。

附 則

この規則の変更は、規約の変更について公正

取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示が

あった日から施行する。


